
４ 施策の展開

施策の展開については，みやぎ海とさかなの県民条例の基本理念に基づくとともに，水

産業を取り巻く経済・社会情勢の変化，宮城県産業振興審議会による審議内容をもとに取

りまとめを行いました。本県水産業が自立した産業として発展するとともに，本計画に定

める数値目標達成のため，条例で定める６つの主要な方策に対応する以下の施策を総合的

に展開します。

なお，具体的な変更の経過と審議内容は５０～５３ページに記載しています。
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１ 量から質へ，持続的な資源利用と環境との調和

＜「みやぎの海」と水産資源を守り育てていきます＞

(条例第8条第1項第２号)

２ 消費者の視点に立った安全・安心な生産・供給

体制の確立

＜みやぎの新鮮で安心な水産物を食卓へ届けます＞

(条例第8条第1項第１号)

３ 情勢の変化に対応できる強い体質の人材と経営体

の育成

＜未来の「水産みやぎ」を担う中核的な人材育成を進めます＞

(条例第8条第1項第３号)

４ 「みやぎブランド」の発信による「水産みやぎ」

の活力強化

＜「水産みやぎ」の力を発揮し，水産地域の活性化を図ります＞

(条例第8条第1項第４号)

５ 県民とともに次世代へつなぐ豊穣な海づくり

＜豊穣な「みやぎの海」と漁村文化をみんなで守り伝えます＞

(条例第8条第1項第５号)

６ 国への働きかけ

＜国際経済などに対応した水産業の振興に国と連携して取り組みます＞

(条例第8条第２項)



1 量から質へ，持続的な資源利用と環境との調和

＜「みやぎの海」と水産資源を守り育てていきます＞
（条例第8条第1項第2号）

＜現在の課題＞

●水産資源の減少傾向が加速。適切な資源管理体制の強化の必要性

●海面養殖業の持続的な生産体制の確立

●藻場・干潟の消失，貧酸素水や赤潮の発生など漁場環境の悪化

●ホヤの新疾病発生，アサリを食害するサキグロタマツメタなどの外来生物の侵入

課題解決に向けた主な取組
◎水産資源回復のため，県の資源回復計画推進や漁業者が取り組む自主的

な資源管理への支援体制の充実

◎養殖業振興に向けた施策の推進

◎藻場・干潟の環境修復や貧酸素水などのモニタリング強化

◎新疾病の原因究明と防除対策，新疾病や外来生物の侵入防止などの対策

強化

イ 水産資源の回復・保全と資源管理体制の強化

過剰な漁獲努力量，環境悪化などにより，多くの魚種で資源水準の長期低迷と漁獲

量の減少が見られることから，資源の維持及び回復，資源管理の強化に向けた施策を

展開します。

ロ 水産動植物の増養殖の推進と防疫対策の強化

消費者の要望に対応し，持続的かつ安定的な養殖生産を確立するとともに，効率的

で投資効果の高い栽培漁業の実現に向けた施策を展開します。

ハ 水産動植物の生育環境の保全と改善

漁場環境の悪化による生産力の低下が見られることから，その保全と回復に向けた

施策を展開します。

ニ 秩序ある海面の利用

違法操業や海面利用のルール違反などが見られることから，法令遵守意識の向上と

取締の強化に向けた施策を展開します。
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20cm
・ 漁場生産力を考慮した計画生産と合理的な漁場利用による持続的な養殖

生産の実現

・ 養殖生産物の安全確保と消費者ニーズに対応した供給の推進

・ 生産技術の高度化や新品種の作出による養殖業の効率化・多様化の促進

・ 秋サケ（シロサケ）資源の安定確保及び良質資源の造成

・ 栽培漁業の技術の高度化と効率化

・ 栽培漁業の効率的な推進のための受益者負担など，協力体制の整備

・ 増養殖生産の安定化と水産物の安全・安心を確保するための防疫体制の

一層の強化

・ 資源管理体制の強化及びＴＡＣ制度の定着

・ 科学的な調査研究に裏付けられた資源の維持安定及び持続的利用の促進

・ 漁業者などによる自主的な資源管理の促進と資源回復計画の着実な推進

・ 漁海況予報など情報発信による生産の安定及び効率的な漁業生産の推進

・ 流通業者や遊漁者の資源管理への参画・協力体制の構築

・ 国・関係都道府県・大学など研究機関との連携強化による広域的な資源管

理の実践

まだ小さい

のに・・・

・ 漁業種間トラブルの未然防止などのための操業ルールの定着化

・ 違法操業の防止，操業秩序維持のための漁業取締体制の強化

・ 漁業と遊漁の共存のためのルール作りと秩序の確立

・ 漁港係留施設の整備などによる漁業者とプレジャーボート利用者との共存

・ 海上における安全操業に向けたライフジャケットの着用推進の取組

 

・ 漁場の生産力の安定と向上

・ 森林・河川流域における環境保全の取組と連携した漁場機能の回復

・ 貧酸素水・赤潮などのモニタリングと外来種の侵入による漁業被害の未然

防止

・ 河川・湖沼など内水面の生態系保全

・ 県民の理解と協力による海岸，河川の水域環境の保全



２ 消費者の視点に立った安全・安心な生産・供給体制の確立

＜みやぎの新鮮で安心な水産物を食卓に届けます＞
（条例第8条第1項第１号）

＜現在の課題＞

●食品を巡る不祥事の続発を契機とした，消費者の食品に対する安全性及び信頼性の

要求の高まりへの対応

●国際的な食料事情の変化に対応し，安全・安心な水産物を安定的に国民に提供する

ため，食料自給率向上に向けた取組が必要

課題解決に向けた主な取組
◎安全性及び高い信頼を確保した本県水産物を安定的に供給するため，生

産から販売までの一体的な衛生管理対策を強化

◎食料自給率の向上に向け，産地や生産者の姿が見える良質な本県水産物

を消費者に安定的・永続的に供給する体制づくりを推進

イ 生産から加工・流通にいたる安全で安心できる食品の生産・供給体制の確立

水産物に対する消費者の信頼を確保するため，水産物の安全性及び品質の確保に向

けた施策を展開します。

ロ 食の安全・安心に関する体制整備と関係機関の連携強化

生産から消費にいたるまでの食品の鮮度，品質及び衛生を確保する体制を整備する

ための施策を展開します。

ハ 多様化・複雑化する消費者の需要に対応した供給体制の整備

競争力を確保する上で，消費者及び流通業者などの多様化・複雑化するニーズを的

確に把握し，必要な施策を展開します。
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・ 消費者による商品モニタリングなど，消費者と水産業者等の連携による食品の安全性

の確保

・ 食品の安全・安心に関する調査研究の充実と成果の活用

・ 国，県，市町，水産業者等，消費者などの関係者が一体となった危機管理体制の構築

・卸売市場と小売店との連携強化及び地域密着型の流通システムの整備促進

・インターネットや宅配など等多様な流通チャンネルの整備

・衛生機能の充実やマーケティング能力の向上などによる卸売市場の機能強化

・生産物の安定供給，安全・安心の確保，地産地消の取組推進による食料自給率

の向上

・ 「みやぎ食の安全安心基本計画」に基づく取組の推進

・ 高度な衛生管理を備えた魚市場や加工場などの基盤整備の推進

・ トレーサビリティ導入などによる生産者の顔が見える供給体制の確立

・ 生産から加工・流通まで一貫した鮮度・品質向上取組の促進

・ カキのノロウイルスや貝毒など，生産段階における安全性の確保と監視体制などの

強化



3 情勢の変化に対応できる強い体質の人材と経営体の育成

＜未来の「水産みやぎ」を担う中核的な人材育成を進めます＞
（条例第8条第1項第３号）

＜現在の課題＞

●年々厳しさを増す漁業経営改善のため，社会経済情勢の大きな変化に適応し，漁家

経営の安定化を一層進めることが必要

●漁協などの経営と機能強化に向けた取組が必要

課題解決に向けた主な取組
◎漁業経営の変化に対応し，安定した経営を行える人材育成と，経営の

スリム化や収益性の確保に向けた構造改革への取組

◎漁協などの健全経営と更なる機能強化に向けて各種支援・指導を強化

イ 効率的で安定的な経営体の育成・強化

産地間や企業間における競争の激化，魚価及び製品価格の低迷など厳しい経営環境

が続いていることから，水産業における経営力の強化に向けた施策を展開します。

ロ 人材の育成と確保

漁業就業者の減少及び高齢化の進行により漁業地域の活力が低下していることか

ら，将来にわたり水産業を担う人材の育成と確保に向けた施策を展開します。

ハ 水産業に関する団体の育成強化

社会経済情勢が急速に変化する中，情勢の変化に対応し，組合員の負託に応えるた

め，漁業地域の中核となる漁業協同組合及び水産加工業協同組合などの機能の強化に

向けた施策を展開します。

ニ 労働環境の整備

後継者，女性及び高齢者が就業しやすく，活力ある漁業生産活動が展開できる労働

環境の整備のため必要な施策を展開します。
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・ 中核的漁業者の育成及び協業化・法人化への取組支援

・ 専門家の派遣などによる漁家経営における経営管理能力の向上

・ 漁業共済制度や漁業経営安定対策（積立ぷらす）の活用推進

・ 各種制度資金の効率的な活用と普及

・ 国際的な取引の相談・指導体制の強化

・ 漁船漁業の構造改革による経営体質の強化

・ 漁業士，青年部及び女性部を中心とした人材育成の強化

・ 水産業の次代を担う人材などへの教育的取組の推進

・ 新規就業者，Ｉターン及びＵターン者などの円滑な参入の促進

・ 遠洋・沖合漁業従事者の幹部船員・乗組員の養成

・ 新たな発想，視野の広い人材の育成のための他産業との交流促進

・ 起業活動や漁村文化の伝承活動など，女性及び高齢者による地域活動
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・ 快適な労働環境の確保と労働条件の緩和及び安全性への取組推進

・ 省力化・近代化施設の整備及び効率的で安全な漁港づくりの推進

・ 漁協等の指導事業を中心とした取組，連携促進による経営基盤強化

・ 漁協経営の健全性の確保

・ 信用事業の基盤と機能の強化

・ 漁協などの研究会，青年部・女性部など担い手組織の育成強化

・ 青年部・女性部の視点を活かした漁協運営の推進

起業活動や漁村文化の伝承活動など，女性及び高齢者による地域活動

への支援

ＪＦみやぎ等



４ 「みやぎブランド」の発信による「水産みやぎ」の活力強化

＜「水産みやぎ」の力を発揮し，水産地域の活性化を図ります＞
（条例第8条第1項第４号）

＜現在の課題＞

●原材料の価格高騰や入手難，消費低迷などにより厳しい経営環境下にある水産加工

業振興を図ることが急務

●沿岸地域の基幹産業である水産業を中心とした地域活性化が必要

課題解決に向けた主な取組
◎新製品の開発支援や販路拡大などの推進による水産加工業の振興

◎水産加工原料の安定確保のため，前浜資源活用への取組を推進

◎生産から水揚げ，加工・流通，販売まで，地域一体となった取組の支援

による沿岸地域の活性化を推進

イ 付加価値の高い製品開発及び販売の促進

流通のグローバル化が進展し，価格競争や販売競争が激化する中，製品の高付加価

値化や新たな販売方法の確立，水産物の輸出・販売戦略の取組を展開します。

ロ 研究開発と成果の普及の促進

水産業の振興と将来にわたっての発展に不可欠な研究開発とその生産現場への普及

を促進するための施策を展開します。

ハ 産業間・産学官の連携による新たな事業の創出の促進

農・林・畜産業など多様な一次産業，優れた技術に裏打ちされた水産加工業及び大

学など研究機関が多く立地している本県の産業基盤を十分に活かした新たな事業を創

出するための施策を展開します。

ニ 生産から消費までの一体的振興による県内水産地域の活力強化

水揚げから加工・流通までを一連の流れとして捉え，衛生対策の高度化や施設整備

などを総合的に推進し，水産業を基幹とする沿岸地域の振興により水産地域の活性化

を図ります。
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・ 水産業を基幹とする沿岸地域の振興のため，生産から水揚げ，市場，加工・流

通，販売までの衛生対策や施設整備など，地域一体となった取組を支援

・ 多種多様な水産物が水揚げされる大型産地の優位性を生かした高付加価値化・ブラ

ンド化の推進

・ 高齢化など社会環境の変化を見据えた加工技術及び未利用資源の活用による新商

品の開発

・ 本県水産物の競争力強化のため，旬のうまさや栄養特性などのセールスポイントを

明確にした販売戦略推進

・ 地域におけるブランド産品創出のための取組推進

・ 水産加工品の販路開拓のための販売側との情報交換

・ 県民及び地域との連携を意識した地産地消の推進

・ 見本市や商談会の開催などによる水産物の海外市場の開拓支援

・ 水産物の品質，適正価格に関する県民理解の促進

・ 大学の持つシーズや高度な研究手法の導入による生産性の向上と研究者のレベルアップ

・ 水産業者等の投資による研究開発支援体制の推進

・ 農・林・畜産業などとの産業間連携の促進

・ 企業の製品開発力などの有効利用による新たな事業展開の促進

・ 水産業者等及び消費者ニーズに対応した研究開発の推進

・ 水産試験研究推進構想に基づく効率的・効果的な試験研究の推進と研究成果の評価

体制の充実

・ 普及と研究の連携強化による研究成果の普及と定着の促進

・ 国，関係都道府県，県内各研究機関，水産業者等との連携による研究開発の推進

・ 水産加工原料確保のための前浜資源活用技術の開発



５ 県民とともに次世代へつなぐ豊穣な海づくり
＜豊穣な「みやぎの海」と漁村文化をみんなで守り伝えます＞

（条例第8条第1項第５号）

＜現在の課題＞

●「魚離れ」による水産物の消費低迷を回復させるとともに，失われつつある地域の

魚食文化などを次世代へつなぐ取組が必要

●海洋環境保全のため，県民の意識啓発を推進するとともに，県民と一体となった取

組が必要

●高い確率で発生が予想される宮城県沖地震などの大規模災害に備えるための一層の

防災対策の推進が必要

課題解決に向けた主な取組
◎水産物消費拡大のため，魚食普及につながる食育や地産地消の推進，水

産業や水産物に対する正しい知識と理解の醸成

◎県民共有の財産である「みやぎの海」を後世に引き継ぐため，県民参加

型の海洋環境保全対策を推進

◎漁港における防災施設整備の着実な推進など大規模災害対策の充実

イ 生産から消費までの情報の提供・共有と地産地消・食育の推進

水産物の生産・供給の特性に関して，消費者及び流通業者などの理解を深めるため

の施策を展開します。

ロ 漁村地域の景観及び環境の保全

漁村地域が持つ自然環境や景観を守るための施策を展開します。

ハ 快適で住みよい地域と環境の整備

漁業地域が有する固有の風土や文化を次世代に継ぎつつ，快適で住みよい環境の整

備を進め，誇りと意欲を持って水産業に従事できる地域づくりを目指します。

ニ 県民と漁業者との交流促進

県民に水産業のサポーターとしての役割を担ってもらうための施策を展開します。

ホ 県民一体となった海洋環境の保全

海洋環境の維持保全に向け，県民一体となった取組を推進します。
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・ 親水機能に配慮した漁港・海岸づくりの促進

・ 自然環境や景観に配慮した漁業地域の生活基盤づくりの促進

・ 森づくりなどによる海洋や河川・湖沼の環境保全の取組促進

・ 漁業系廃棄物の適正な処理とその普及

・ 漁港及び海岸の防災施設整備の推進

・ 下水道施設など生活基盤の整備，海岸を活用した公園などのインフラ整備の

推進

・ 地域の風土と誇りに自信を持ち，次世代に引き継ぐ子供達を育むため，地域，

学校，行政が連携し，伝統・文化への理解と継承を推進

・ 海洋・陸上からの排出物を有効活用した物質循環システムなどによる環境保全

の推進

・ 生活排水やゴミの投棄などによる環境負荷を軽減するため，県民理解の促進を

図るとともに，県民参加型の環境保全運動を推進

・ 積極的な情報提供による流通業者及び消費者の水産物への理解促進

・ 水産業や水産物の特性を理解する本県の消費者の育成

・ 魚食文化の継承，水産物消費の拡大に向けた学習・体験機会の提供

・ 水産物を活用した漁業地域の優れた食文化を次世代へ継承する取組の推進

・ 漁業地域における都市住民との交流促進による「水産業県民サポーター」づくり

・ 海や海洋生物とのふれあいの促進による水産業の魅力の発信

・ 漁業と海洋レクリエーションの共存のための漁業地域の受け入れ体制の整備促進



６ 国への働きかけ
＜国際経済などに対応した水産業の振興に国と連携して取り組みます＞

（条例第8条第２項）

＜現在の課題＞

●原油価格高騰に伴う漁業燃油及び漁業関係資材価格の高騰

●水産物の買い負けによる水産加工原料の不足と原料価格の高騰

●世界的な漁業資源水準の低下と資源管理規制の強化

課題解決に向けた主な取組
◎国際的，広域的取組が必要な施策について，事業推進や対策強化など

を国に働きかける

イ 国際的に対応が必要な取組について

まぐろ漁業など沖合・遠洋漁業の経営安定と維持存続，ＩＵＵ漁船の撤廃など国

際的な資源管理体制の構築及び沿岸捕鯨の再開に向けた取組の推進など，国際的に

対応が必要な取組について積極的な働きかけを行います。

ロ 水産物の安全・安心に関する全国的な取組が必要な事項について

水産物に関する適正表示及びその監視体制の強化，リスクの公表など，食の安全・

安心の確保に必要な全国的な取組について，積極的な働きかけを行います。

ハ 広域的な資源管理が必要な取組について

イワシ，サバなどの回遊性魚類に関する広域的な資源管理の取組などについて，

積極的な働きかけを行います。

ニ 水産加工原魚の安定的な確保について

水産加工業の安定的な発展のため，国産原料及び輸入原料の安定的な確保及び適

正な原料価格対策の推進について，積極的な働きかけを行います。

ホ 燃油価格高騰に関する対策について

漁家経営の安定と漁業活動の維持による国民への水産物の安定的な供給のため，

燃油価格高騰対策の充実を図るよう積極的な働きかけを行います。
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遠洋漁業の維持・存続対策

広域的調査の推進

燃油高騰・省エネ推進への支援等

ＴＡＣ制度の推進
・ 燃油価格高騰対策の充実を図る取組 など

・ 国産原料及び輸入原料の安定的な確保及び適正な原料価格対策の推進

に関する取組 など

・ イワシ，サバなどの回遊性魚類に関する広域的な資源管理の取組 など

・ まぐろ漁業など沖合・遠洋漁業の経営安定と維持存続に関する取組

・ ＩＵＵ漁船の撤廃など国際的な資源管理体制の構築に関する取組

・ 沿岸捕鯨再開に向けた取組

・ 遠洋漁業の乗組員確保対策 など

・ 水産物に関する適正表示及びその監視体制，リスク公表など，食の安全・安心

の確保に必要な取組 など

＊ その他水産業を巡る情勢に応じて，必要

な事項について国への働きかけを行っていき

ます。



5  「水産業の振興に関する基本的な計画」の変更

による今後の重点プロジェクト
計画の変更に際し，条例に基づく6つの主要な方策を進める中でも，今後特に重点的

に取り組む必要がある項目を取り上げ，これらを新たに「重点プロジェクト」と位置づ

けし，積極的に取組を進めることとしました。

今後，重点プロジェクトの推進については，既存の振興プランや新たに策定する養殖

業及び水産加工業の振興プランに基づき，具体的な取組を進めることとしています。
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◆必要性
・本県の養殖業は，ノリ，カキ，ギンザケなど多種多様な生産が行われ，全国有数の生産量・生産
　額を誇っており，今後，本県の水産業を支え発展させる重要な産業として位置づけられます。
◎取組方向
・「養殖振興プラン」の策定を進め，より高品質な生産物の生産体制の構築や，販売戦略に基づく
　知名度の向上，ブランド化などの取組を進めます。 
・また，消費者に高品質で安全なみやぎの養殖生産物を提供するとともに，旬の美味しさや優れた 
　栄養特性などについて，相互理解を深める取組を推進します。

◆必要性
・沿岸漁業の生産性を高め，安定かつ持続的な生産体制を実現するためには，水産資源の維持，回復
　に向けた取組をこれまで以上に推進する必要があります。
◎取組方向
・漁業者自らによるマコガレイ，マアナゴなどの漁獲サイズの制限や親魚の保護区域設定などの取組
　をさらに推進するとともに，水産業者等，県民，行政が一体となった放流から遊漁までの総合的な
　資源管理型体制の構築を目指します。

◆必要性

Ⅰ 養殖振興プロジェクト

Ⅲ 水産地域活性化プロジェクト

Ⅱ 資源管理プロジェクト

「水産業の振興に関する基本的な計画」

の変更による今後の重点プロジェクト

要性
・国際的な水産物需要の増大や消費・流通形態の多様化，燃油価格の高騰など，水産業を取り巻く
　めまぐるしい環境の変化に対応できる活力ある水産地域の形成が必要です。
◎取組方向
・県の将来ビジョンが目指す「富県宮城」，１０兆円達成の一環として，「水産加工業振興プラン」
　の策定を進めるとともに，水産地域における漁獲から水揚げ，加工・流通，販売にいたるまでの一
　体的な前浜資源の有効活用などの取組を支援し，地域の活性化を図ります。
・本県の基幹漁業である遠洋・沖合漁業の維持・存続に向けて，漁船漁業構造改革等による生産の効
　率化や持続的生産体制の構築に向けて業界と連携した取組を推進します。

◆必要性
・漁業就業者の減少，高齢化が進む中で，水産業の持続的発展を目指すためには，次代を担う人材
　の確保・育成が必要です。
◎取組方向
・漁業経営が安定し収益性の高い地域には，おのずと後継者が集まることから，時代の変化に的確 
　に対応できる経営力のある人材の育成と，経営のスリム化や収益性の確保に向けた構造改革への 
　取組を推進します。

◆必要性
・消費者の「魚離れ」が進む中，魚食普及による消費の拡大，水産物の栄養特性を活かした健康的な
　食生活の推進，地産地消の取組が重要となっています。
◎取組方向
・地域の優れた食文化の継承や地産地消，水産業の理解促進に向け，次代を担う子供達を中心に水産 
　業者等，県民が一体となった取組を推進します。

◆必要性
・地球温暖化の進行や海域環境の変化により，沿岸域の生産性が低下していることから，県民一体と
　なった環境保全への取組が必要不可欠となっています。
◎取組方向
・漁場環境の維持・保全により生産性を高め，県民とともに次世代へつなぐ豊穣な海づくりを進める 

ため 水産業者等はもとより ＮＰＯ 学校 大学 行政などが連携し 海を県民共有の財産とし

Ⅵ 環境保全プロジェクト

Ⅴ 食育推進プロジェクト

Ⅳ 担い手確保・育成プロジェクト
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化

冷
凍
庫

鮮
魚
出
荷

（
輸
出
）

加
工
向
け

出
荷

関
連
す
る
施
策
の
展
開

（
２
）
（
３
）
（
４
）
（
５
）

水
産
物
の
品
質
向
上

◎
各
種
事
業
を
活
用
し
，
商
品
販
売
を

支
援
し
ま
す
。

・
フ
ー
ド
見
本
市

・
セ
ー
ル
ス
レ
ッ
プ
事
業

・
「
コ
コ
み
や
ぎ
」
の
活
用

・
海
外
商
談
会
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

・
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り

な
ど

揚
か
ま
ぼ
こ
の
製
造

フ
ー
ド
見
本
市

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ

サ
ン
マ
の
水
揚
げ

魚
価
向
上

・
仕
向
け
多
様
化

・
高
鮮
度

・
産
地
加
工
場

・
漁
獲
、
加
工
、
出
荷

ま
で
一
貫
し
て
高
付
加

価
値
製
品
を
供
給

水
産
地
域
の
経
済
の
中
心
は
「
魚
市
場
」
と
「
水
産

加
工
業
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
漁
業
の
生
産
段
階
か

ら
魚
市
場
の
水
揚
ま
で
一
貫
し
た
機
能
強
化
を
図
る

と
と
も
に
，
そ
の
背
後
地
に
立
地
す
る
水
産
加
工
業

に
対
す
る
生
産
か
ら
販
売
ま
で
の
支
援
を
ト
ー
タ
ル

に
捉
え
，
水
産
地
域
の
活
力
強
化
を
図
り
ま
す
。冷
凍
庫

◎
企
業
訪
問
，
出
前
加
工
相
談
，
地
域
検
討
会
な

ど
の
活
用
に
よ
り
振
興
策
を
検
討
し
ま
す
（
水

産
加
工
業
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
。

◎
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
水
産
加
工
開
発
部
に

よ
る
水
産
加
工
商
品
開
発
技
術
支
援
を
強
化
・

充
実
し
ま
す
。

◎
「
み
や
ぎ
産
業
振
興
機
構
」
や
大
学
な
ど
専
門

機
関
と
の
連
携
に
よ
る
支
援
を
推
進
し
ま
す
。

◎
「
宮
城
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
目
標
達
成
に
向

け
「
水
産
加
工
業
振
興
プ
ラ
ン
」
の
策
定
を
進

め
ま
す
。

加
工
技
術
支
援

水
産
物
の
品
質
向
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漁
業
就
業
者
の
減
少
・
高
齢
化
に
対
応

◎
就
学
者
（
小
・
中
・
高
校
生
や
大
学
生
）

を
対
象
と
し
た
体
験
学
習
を
開
催
し
ま
す
。

◎
漁
業
就
業
促
進
フ
ェ
ア
な
ど
に
よ
り
本
県

水
産
業
の
魅
力
を
紹
介
し
ま
す
。

新
規
就
業

Ｉ・
Ｕ
タ
ー
ン
就
業
者
の
支
援

小
・
中
・
高
・
大
学
生
へ
の
理
解
醸
成

●
「
宮
城
県
水
産
業
普
及
実
施
方
針
」
に

基
づ
き
人
材
の
育
成
と
確
保
，
経
営
体

の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
り
ま
す
。

◎
沿
岸
漁
業
・
養
殖
業

・
県
の
普
及
指
導
組
織
と
漁
業
士
が
連
携
し

関
連
す
る
施
策
の
展
開
（
３
）

県
民
参
加

Ｉ
タ
ー
ン

Ｕ
タ
ー
ン

就
業
促
進
フ
ェ
ア

ﾏ
ﾘ
ﾝ
ﾁ
ｬ
ﾚ
ﾝ
ｼ
ﾞｽ
ｸ
ｰ
ﾙ

マ
リ
ン
カ
レ
ッ
ジ

し
「
水
産
み
や
ぎ
」
の
次
世
代
を
担
う

人
材
の
確
保
・
育
成
に
努
め
ま
す
。

収
益
を
重
視
し
た
就
業
者
の
経
営
感
覚

の
醸
成
を
図
り
，
安
定
し
た
収
入
が
得

ら
れ
る
漁
業
経
営
を
目
指
し
ま
す
。

◎
経
営
基
盤
の
強
化
に
向
け
た
連
携
・
指
導
事

業
の
強
化
を
図
り
ま
す
。

◎
経
営
の
健
全
性
を
確
保
で
き
る
よ
う
検
査
・

指
導
を
適
切
に
進
め
ま
す
。

◎
信
用
事
業
の
基
盤
と
機
能
の
強
化
を
推
進
し

ま
す
。

経
営
の
健
全
性
の
確
保
・
指
導

指
導
・支
援

指
導
・
支
援

○
○
漁
協

□
□
加
工
組
合

△
△
組
合

青
年
漁
業
者
や
女
性
漁
業
者
の
技
術
指
導

や
支
援
を
行
い
ま
す
。

・
制
度
資
金
や
経
営
学
習
会
な
ど
に
よ
り
経
営

支
援
を
行
い
ま
す
。

◎
遠
洋
・
沖
合
漁
業

・
乗
組
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
が
可
能
な
仕
組
づ

く
り
を
推
進
し
ま
す

(幹
部
乗
組
員
に
必
要

な
海
技
士
資
格
を
取
り
や
す
い
環
境
づ
く
り

)

◎
漁
協
な
ど
と
連
携
し
た
経
営
指
導
・
支
援
を

行
い
，
安
定
し
た
漁
業
経
営
体
を
育
成
し
ま

す
。

◎
生
産
か
ら
水
揚
，
加
工
・
流
通
ま
で
ト
ー
タ

ル
に
と
ら
え
た
中
で
収
益
性
を
重
視
し
た
漁

船
漁
業
の
経
営
を
目
指
し
ま
す
。
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◎
女
性
部
な
ど
と
連
携
し
た
伝
統
的
な
食
文
化
の
継

承
や
魚
食
普
及
を
推
進
し
ま
す
。

◎
漁
村
と
都
市
の
交
流
を
進
め
，
魚
食
に
対
す
る
相

互
理
解
を
深
め
ま
す
。

◎
関
連
団
体
と
連
携
を
進
め
，
魚
食
・
地
産
地
消
の

普
及
継
承
に
取
り
組
み
ま
す
。

◎
「
宮
城
県
食
育
推
進
プ
ラ
ン
」
に
よ
り
食
育
・
地

産
地
消
の
取
組
を
推
進
し
ま
す
。

・
食
育
推
進
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
み
や
ぎ
食
育
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
活
用
な
ど

◎
「
食
材
王
国
み
や
ぎ
推
進
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

会
議
」
な
ど
に
よ
り
食
育
・
地
産
地
消
の
推
進

を
図
り
ま
す
。

関
連
す
る
施
策
の
展
開
（
５
）

◎
子
供
た
ち
に
水
産
業
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
，

職
員
の
出
前
講
座
や
漁
業
士
な
ど
に
よ
る
学
習
の

機
会
を
拡
大
し
ま
す
。

◎
学
校
教
育
と
連
携
し
，
水
産
業
を
直
に
体
験
し
て

も
ら
う
た
め
の
場
の
提
供
を
推
進
し
ま
す
。

◎
地
元
水
産
物
に
よ
る
学
校
給
食
用
メ
ニ
ュ
ー
の

開
発
の
取
組
を
進
め
ま
す
。

◎
小
・
中
・
高
校
生
を
対
象
と
し
て
水
産
業
を
理
解

す
る
た
め
の
学
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

◎
漁
況
・
海
況
情
報
を
発
信
し
流
通
・
加
工
業
者
な

ど
に
対
し
て
水
産
業
へ
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

◎
漁
業
士
な
ど
と
連
携
し
，
県
民
に
対
し
て
水
産
業

を
体
験
す
る
場
を
広
く
提
供
し
ま
す
。
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漁
場
し
ゅ
ん
せ
つ
に
よ
る
保
全

環
境
調
査

体
験
学
習
（
魚
の
観
察
）

◎
仙
台
湾
の
環
境
の
現
状
把
握
と
，
環
境
改
善
の
取
組
を

推
進
し
ま
す
。

◎
漁
場
保
全
の
た
め
，
漁
業
関
係
者
が
主
体
と
な
っ
た
海

底
清
掃
や
海
底
耕
う
ん
の
取
組
を
推
進
し
ま
す
。

◎
悪
化
し
た
漁
場
環
境
の
改
善
に
向
け
て
，
海
底
の
砂
泥

な
ど
を
取
り
除
く
し
ゅ
ん
せ
つ
な
ど
に
取
り
組
み
ま
す
。

◎
「
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
」
に
基
づ
く
漁
場
利
用
計

画
の
取
組
を
漁
協
と
連
携
し
推
進
し
ま
す
。

◎
出
前
講
座
な
ど
で
県
民
へ
の
環
境
問
題
に
対
す
る

理
解
促
進
を
図
り
ま
す
。

◎
森
林
か
ら
沿
岸
ま
で
総
合
的
な
環
境
保
全
を
図
る

た
め
，
県
民
や
関
係
組
織
と
連
携
し
た
取
組
を
推

進
し
ま
す
。

◎
子
供
た
ち
に
水
産
業
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
，

職
員
の
出
前
講
座
や
漁
業
士
な
ど
に
よ
る
学
習
の

機
会
を
拡
大
し
ま
す
。

関
連
す
る
施
策
の
展
開
（
１
）
，
（
５
）

磯
焼
け
漁
場

海
中
林
の
再
生

海
底
耕
う
ん
な
ど
に
よ
る
保
全

干
潟
の
保
全

海
浜
清
掃
へ
の
取
組

み
ん
な
の
海
を
守
る

◎
磯
焼
け
対
策
を
推
進
す
る
た
め
漁
場
環
境
調
査
を
実
施

し
ま
す
。

◎
藻
場
や
海
中
林
な
ど
の
再
生
対
策
を
推
進
し
ま
す
。

◎
大
学
な
ど
の
研
究
成
果
を
活
用
し
，
効
果
的
な
磯
焼
け

対
策
な
ど
の
取
組
を
推
進
し
ま
す
。

◎
県
民
や
水
産
業
者
等
と
連
携
し
，
海
浜
清
掃
や
廃
棄
物
・
排

出
物
の
削
減
な
ど
に
よ
る
干
潟
の
保
全
に
努
め
ま
す
。

◎
漁
業
士
な
ど
と
連
携
し
て
，
子
供
た
ち
に
水
産
業
を
体
験
す

る
場
を
提
供
し
，
実
体
験
に
よ
る
環
境
保
全
の
大
切
さ
を
伝

え
ま
す
。

未
来
の
子
供
た
ち
へ
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６ 数値目標

計画における数値目標は，漁業生産量，漁業生産額，漁業経営体数など6項目について，

平成２５年時点を目標とした数値を平成１６年に設定し，施策展開を進めてきました。そ

の結果，概ね目標数値は達成されているため，今回，目標値の変更は行わないこととしま

した。

ただし，平成２５年の数値目標達成のためには，現状の水産業を取り巻く情勢の大きな

変化（計画変更の趣旨・目的参照）の中で，既存の施策展開では難しい状況も発生してき

ていることから，現状に即して計画の変更を行い，本県水産業の一層の活性化に向けた施

策展開を図ることで，現計画の数値目標を支えることとしています。

なお，平成１８年時点での現況値については，４４～４６ページに記載していますが，

特に，沿岸漁業及び海面養殖業については生産量（沿岸漁業10万9，０００トン，海面養

殖業13万5，０００トン）が目標値（沿岸漁業８万５，０００トン，海面養殖業13万ト

ン）を上回っており，将来に向けて一層の発展が期待される重要な部門となっています。

※ 数値目標の設定手法

数値目標は，参考値（平成１３年）及び基準値を参考としながら設定しました。

なお，すう勢値は，現状の漁業生産活動や資源状況が継続した場合において，平成２５

年に想定される値として示しています。

（１） 漁業生産量について

イ 遠洋漁業

国際的な資源管理，新漁場の開拓調査などの効果を見込んだ国の目標値設定の考え

方を参考としながら，本県における該当漁業種類の操業実態，漁労体数，漁労体当た

りの漁獲量などの動向に基づき設定しました。

ロ 沖合漁業

国における主要漁業種類ごとの漁獲量増大目標を考慮しながら，本県の該当漁業種

類の操業実態，漁労体数，漁労体当たりの漁獲量などの動向に基づき設定しました。

ハ 沿岸漁業

主要漁業種類ごとに概ね過去１０年間の漁労体当たりの漁獲量に基づき，１０年後
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の目標値を設定しましたが，その際，資源管理による産卵親魚及び小型魚の保護対策，

栽培漁業の推進，漁場造成などの効果を漁業種類ごとに検討しました。

ニ 海面養殖業

主要養殖種類ごとに概ね過去１０年間の漁労体当たりの生産量に基づき，１０年後

の目標値を設定しましたが，その際，需給動向に対応した生産体制，漁場の行使状況

などを考慮しました。

（注） 基準値：平成９年から平成１３年までの値のうち，最大値及び最小値を除いた３箇年の値の平均値

（２） 漁業生産額について

生産量のすう勢値及び目標値を基に概ね過去１０年間の生産単価を参考としながら，

漁業種類，養殖種類ごとに資源管理による産卵親魚及び小型魚の保護対策，品質向上及

びブランド化への取組並びに需給動向を踏まえた生産管理などによる効果を考慮して設

定しました。

（注） 基準値：平成９年から平成１３年までの値のうち，最大値及び最小値を除いた３箇年の値の平均値
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【漁業生産量】

参考値

（平成１３年） すう勢値 目標値

遠洋漁業 128 137 87 90

沖合漁業 89 83 68 75

沿岸漁業 84 79 70 85

養 殖 業 138 131 119 130

合    計 439 430 344 380

(単位:千トン）

区    分 基準値
平成２５年

【漁業生産額】

参考値

（平成１３年） すう勢値 目標値

遠洋漁業 428 478 345 375

沖合漁業 134 145 112 125

沿岸漁業 138 151 135 185

養 殖 業 285 266 240 280

合    計 985 1,040 832 965

(単位:億円）

区    分 基準値
平成２５年



（３） 経営体について

漁業・養殖業の種類やトン数階層別に想定される漁労体数の状況などから，すう勢値

及び目標値を設定しました。

なお，養殖業の目標値については，経営体の法人化なども想定して設定しました。

（４） １経営体あたりの生産額について

漁業区分ごとに，目標年の生産金額を目標年の経営体数で除して１経営体当たりの生

産額を示しました。

（注） 基準値：平成９年から平成１３年までの値のうち，最大値及び最小値を除いた３箇年の値の平均値

を平成１３年の経営体数で除した値

（５） 就業者について

遠洋漁業，沖合漁業については，１０年後に見込まれる漁労体や経営体の状況から，

すう勢値及び目標値を設定しました。

なお，沿岸漁業，養殖業の目標値については，遠洋漁業や沖合漁業の就業者が離船後
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【経営体】

参考値

（平成１３年） すう勢値 目標値

遠洋漁業 51 35 35

沖合漁業 43 35 35

沿岸漁業 1,758 1,500 1,500

養 殖 業 2,911 2,500 2,450

合    計 4,763 4,070 4,020

(単位:経営体）

平成２５年
区    分

【１経営体当たりの生産額】

すう勢値 目標値

遠洋漁業 936 986 1,074

沖合漁業 338 320 351

沿岸漁業 8.6 9.0 12.3

養 殖 業 9.1 9.6 11.5

(単位:百万円）

平成２５年
区    分 基準値



に参入することも想定して設定しました。

（６） 水産加工業について

水産加工業の製造品出荷額は，漁業生産の状況，消費動向などにより，減少傾向にあ

りますが，安全・安心で水産物の健康機能を活かした付加価値の高い差別化製品の開発，

農・林・畜産業との連携や消費者ニーズに対応した新たな製品開発などを考慮し，平成

１１年及び平成１２年当時の製造品出荷額水準を目標値としました。

【水産加工業】 (単位:億円）

製造品出荷額 3,326 3,500

区分
参考値

(平成１３年)
目標値

(平成２５年)
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【就業者】

参考値

（平成１３年） すう勢値 目標値

遠洋漁業

沖合漁業

沿岸漁業

養殖業

合　計 12,640 10,700 10,850

4,291 3,550 3,550

(単位:人）

区    分
平成２５年

8,349 7,150 7,300



「水産業の振興に関する基本的な計画」

の目標値と現況値（平成１８年）
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沖合漁業生産量 【現状】

・遠洋漁業は，遠洋まぐろ延縄漁業，遠洋かつお一本釣り漁業など全体

的に目標値を大幅に下回っている。

・沖合漁業，沿岸漁業では，多獲性魚種（サバ，カタクチイワシなど）の

生産増を反映し 目標値を上回っている

◆　漁業生産量 （単位：千トン）

すう勢値 目標値

遠洋漁業 128 137 87 90 75 83
沖合漁業 89 83 68 75 97 129
沿岸漁業 84 79 70 85 109 128
養殖業 138 131 119 130 135 104

合　　計 439 430 344 380 416 109
基準値：H9～H13の最大、最小値を除いた3カ年の平均値

参考値
（Ｈ１３）

基準値区　分
平成２５年 現況値

（H18)
H18/H25
（％)
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生産増を反映し，目標値を上回っている。

・海面養殖業は，安定的な生産が続いており，目標値を上回っている。

【現状】

・遠洋漁業は生産量の減少に伴い生産額も目標値を大幅に下回って

いる。

・沖合漁業，沿岸漁業は魚価が低価格で推移しているため，目標値

より低い値から目標値前後で推移している。

・海面養殖業は，安定的な生産が続いており，目標値前後で推移して

いる。

◆　漁業生産額 （単位：億円）

すう勢値 目標値

遠洋漁業 428 478 345 375 271 72

沖合漁業 134 145 112 125 145 116
沿岸漁業 138 151 135 185 153 83
養殖業 285 266 240 280 282 101

合　　計 985 1,040 832 965 851 88
基準値：H9～H13の最大、最小値を除いた3カ年の平均値

H18/H25
（％)

区　分
参考値
（Ｈ１３）

基準値
平成２５年 現況値

（H18)



◆　漁業経営体数 （単位：経営体）

すう勢値 目標値

遠洋漁業 51 － 35 35 41 117
沖合漁業 43 － 35 35 42 120
沿岸漁業 1,758 － 1,500 1,500 1,656 110
養殖業 2,911 － 2,500 2,450 2,624 107

合　　計 4,763 － 4,070 4,020 4,363 109
平成13年以前の遠洋・沖合の経営体区分はできない ＊現況値は速報値

H18/H25
（％)

平成２５年 現況値
（H18)

区　分
参考値
（Ｈ１３）

基準値
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【現状】

・全ての漁業で経営体は減少傾向にあるが，目標値付近で推移している。

◆　１経営体当たり生産額 （単位：百万円）

すう勢値 目標値

遠洋漁業 － 936 986 1,074 661 62
沖合漁業 － 338 320 351 346 99
沿岸漁業 － 8.6 9.0 12.3 9.2 75
養殖業 － 9.1 9.6 11.5 10.7 93

合　　計 － － － － － －
平成13年以前の遠洋・沖合の経営体区分はできない ※現況値は速報値
基準値：H9～H13の最大、最小値を除いた3カ年の平均値

H18/H25
（％)

区　分
参考値
（Ｈ１３）
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【現状】

・遠洋漁業は生産量等と同様に目標値を大幅に下回っている。

・沖合漁業，沿岸漁業，養殖業では，沿岸漁業で目標値をやや下回っているものの

ほぼ目標値どおりに推移している。



◆　漁業就業者数 （単位：人）

すう勢値 目標値

遠洋漁業

沖合漁業

沿岸漁業

養殖業

合　　計 12,640 － 10,700 10,850 11,449 106
＊現況値はH15漁業センサスの値

 ◎　H15以降の数値は漁業センサス調べのため5年毎に公表される

H15/H25
（％)

93

1128,349 － 7,150 7,300 8,155

4,291 － 3,550 3,550 3,294

区　分
参考値
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平成２５年 現況値
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【現状】

・データは少ないが，就業者の減少が続いていると予想される。

【関連データ】

漁協組合員数

46

Ｈ１３：１３，６２６人  Ｈ１８：１２，１０４人 約１，５００人（１１％）減少

太平洋北区漁業就業者数

Ｈ１４：３０，６５０人  Ｈ１８：２６，５４０人 約４，０００人（１４％）減少

◆　水産加工業（製造品出荷額）
（単位：億円）

すう勢値 目標値

製造品出荷額 3,326 － － 3,500 2,691 77

＊現況値は速報値

H18/H25
（％)

平成２５年 現況値
（H18)

区　分
参考値
（Ｈ１３）
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【現状】

・消費の減少，原料価格の高騰，大手量販店主導による価格形成に伴う経営コストの増加

などにより経営体数が減少し，目標値を大幅に下回っている。

【関連データ】

経営体数 ５７１（Ｈ１３）  ４７８（Ｈ１７） ９３経営体（１６％）減少

生産量 ４２．６万トン（Ｈ１３）  ４０．６万トン（Ｈ１８） ２万トン（５％）減少



私たちの水産みやぎ

（遠洋まぐろ漁船：気仙沼市） （潮干狩り：亘理町）

（アユ漁業：仙台市）

(カキ養殖：石巻市) （ワカメの刈取：南三陸町）

4 3

4 7
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三
み

　輪
わ

　宏
ひろ

　子
こ
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株式会社東栄科学産業代表取締役 商工業部会
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　み　き 仙都魚類株式会社企画部長補・企画チームリーダー 水産林業部会
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年月日 経　　　　　　　　　　過 備　　　　　考

平成２０年　４月   １日 「水産業の振興に関する基本的な計画」見直し作業開始
成果目標の達成状況
点検，課題整理等

平成２０年　４月２１日
県議会産業経済委員会に「水産業の振興に関する基本的な計
画」を見直すことを報告

県議会へ報告

平成２０年　５月　７日
「水産業の振興に関する基本的な計画」見直し検討ワーキン
ググループ設置

県職員による現状と
課題の分析，及び施
策等の検討

平成２０年　６月　２日 第１９回宮城県産業振興審議会　開催
「水産業の振興に関
する基本的な計画」
の見直しについて諮

平成２０年　７月２８日 第６回宮城県産業振興審議会水産林業部会　開催
基本的事項に関する
意見交換

平成２０年　９月　５日
「水産業の振興に関する基本的な計画」検討プロジェクト
チーム会議　開催

県職員による新たな
施策の検討及び精査

平成２０年　９月１０日
「水産業の振興に関する基本的な計画」検討チーム会議　開
催

県職員による新たな
施策の検討及び精査

平成２０年　９月１８日 第７回宮城県産業振興審議会水産林業部会　開催
見直しに係る骨子案
の審議

平成２０年１０月　７日
「水産業の振興に関する基本的な計画」検討チーム会議　開
催

県職員による新たな
施策の検討及び精査

●「水産業の振興に関する基本的な計画」の見直しに係る作業経過

催 施策の検討及び精査

平成２０年１０月２２日 第２０回宮城県産業振興審議会　開催
見直しに係る中間案
の審議

平成２０年１０月２２日
中間案に対するパブリックコメント（県民意見）の募集
（平成２０年１１月１７日まで）

２名から水産加工、
漁業等に対する意見
提出

平成２０年１１月　７日 水産関係各課及び各公所との意見交換 １５課・公所出席

平成２０年１１月１１日 水産関係業界への説明と意見聴取 １２団体出席

平成２０年１１月１９日
県議会産業経済委員会に「水産業の振興に関する基本的な計
画」中間案を報告

県議会へ報告

平成２０年１１月２１日 第８回宮城県産業振興審議会水産林業部会　開催 最終案の検討

平成２０年１２月１６日 第２１回宮城県産業振興審議会　開催 最終案の審議

平成２１年　１月３０日 宮城県産業振興審議会　答申
審議会長、審議会農
林水産部会長から知
事へ答申

平成２１年　２月 県議会（２月議会）に議案として提出

平成２１年　３月 県議会で可決
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「 水 産 業 の 振 興 に 関 す る 基本 的 な 計 画 」

－健全かつ活力ある水産業の構築に向けて－ （条８－１－３）

－水産物の持続的かつ安定的な利用に向けて－ （条８－１－２）

水産資源の適切な保全と管理

水産動植物の養殖及び増殖の推進

水産動植物の生育環境の保全と改善

秩序ある海面の利用

Ⅰ 量から質へ，健全な資源と環境づくり

－安全で良質な水産物の安定供給に向けて－ （条８－１－１）

Ⅱ 消費者の視点に立った安全・安心な生産，供給体制の確立

安全で安心できる食品の生産・供給体制の確立

多様化・複雑化する消費者の需要に対応した供給体制の整備

食の安全・安心に関する体制整備と関係機関の連携強化

効率的で安定的な経営体の育成

人材の育成と確保

労働環境の整備水産業に関する団体の育成強化

Ⅲ 高い意欲と能力のある人材育成と経営体のレベルアップ

施策の展開（現計画） 現施策への新規追加及び強化事項

３ 情勢の変化に対応できる強い体質の人材と経営体の育成

水産業に関する団体の育成強化と自立促進

漁船漁業の構造改革と安定経営

漁業経営安定化のための各種制度の有効活用

４ みやぎブランドの発信による水産都市の活力強化

２ 消費者の視点に立った安全・安心な生産、供給体制の確立

生産から加工・流通を通じての品質，衛生管理対策の強化

１ 量から質へ，持続的な資源利用と環境との調和

資源の回復と資源管理体制の推進

防疫及び外来生物対策の推進
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－競争力のある水産業の構築に向けて－ （条８－１－４）

Ⅳ 地域に根ざした水産業の競争力の強化とみやぎブランドづくり

付加価値の高い製品開発及び販売の促進

研究開発と成果の普及の促進

産業間・産学官の連携による新たな事業の創出の促進

－水産業及び漁業地域の多面的機能の発揮に向けて－ （条８－１－５）

漁村地域の景観及び環境の保全

快適で住みよい地域環境の整備

都市や農山村との交流促進

Ⅴ 水産業に関する県民理解の促進と地域環境の整備

生産から消費までの情報の提供・共有と食育の推進

－沖合・遠洋漁業の経営安定と水産物の流通における安全・安心の確保，そして広

域資源管理へ向けた地域要望の発信－ （条８－２）

Ⅵ 国への働きかけ

国際的に対応が必要な取組について

水産物の安全・安心に関する全国的な取組が必要な事項について

広域的な資源管理が必要な取組について

水産加工原魚の安定的な確保について

研究開発と成果の普及，漁家経営指導の強化

県産水産物の活用拡大と輸出促進体制の整備

前浜資源活用のための体制整備や技術開発による加工原魚の確保

水産加工業の競争力強化と生産額増大

水産物の品質・適正価格に関する県民理解の促進

生産から消費までの一体的振興による水産都市の活力強化

５ 県民とともに次世代へつなぐ里海づくり

地産地消と食育を担う魚食普及の促進

地球温暖化に対応した水産業の多面的機能の活用

資源循環による地域の活性化と漁場の再生

宮城県沖地震に対応した施設整備の推進

県民一体となった海洋・漁場環境の保全

６ 国への働きかけ

遠洋漁業の存続・支援

燃油対策の充実

加工原魚の確保対策

新たに講じるべき施策イメージ

★：社会・経済情勢の変化への対応，他の計画との整合を図るために見直すもの

☆：これまでの県の取組の評価結果から見直すもの



の 見直 し に 係 る 検 討経 過に つ い て

強化

強化

強化

強化

強化

強化

宮城県産業振興審議会（審）及び水産林業部会（部）意見（集約・概要）

水産業を担う人材の育成

審

・切磋琢磨している水産業経営体の存続支援

・将来に希望の持てる計画策定や成功事例の記載
・ＪＦみやぎの主体的役割への期待

・子供達等次世代に対する「宮城県の水産業の魅力」の確かな継承

新施策の展開（案）Ⅲ－イ

計画全体に係る意見

・県民が理解しやすい言葉遣いや明るい将来が感じとれる表現を

・条例に基づく計画としての施策体系と重点取組事項の明確化
・個別部門ごとの実施計画策定とそれに基づく具体的な施策の推進

・全体のレイアウトや配色について分かりやすく見やすい工夫を

審 計画全体

持続的な資源管理と漁業生産

審

・沿岸域の生産力を高めるシステムの構築

・資源水準の科学的評価，資源管理の啓発

・水産資源の回復と持続的な維持活用に向けた取組

・水産業そのものが環境保全に繋がる事実の発信

新施策の展開（案）Ⅰ－イ

部 ・多層的な海の生産力の活用 新施策の展開（案）Ⅰ－イ

安定収入を得るための経営戦略の推進

・流通ルートの多様化（例：民宿や道の駅等での水産物販売）

・消費者への直接販売方法の検討
部 新施策の展開（案）Ⅱ－ハ

審

・沿岸漁業・養殖業の販路拡大

・県産品を県内で購入できるシステムの構築

・沿岸漁業及び養殖業の生産額増加に向けた支援
新施策の展開（案）Ⅱ－イ

・環境に優しい安全・安心（高付加価値化）な水産物の提供 新施策の展開（案）Ⅱ－ロ

・個別企業の連携による大消費地の需要に対応した製品づくり 新施策の展開（案）Ⅱ－ハ
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強化

強化

強化

強化

新規

新規

新規

新規

強化

強化

強化

強化

新規

強化

の

・後継者となるべき人材の育成確保

部
・水産業の発展に寄与する研究開発を担う研究者の育成確保

新施策の展開（案）Ⅲ－ロ

新施策の展開（案）Ⅳ－ハ

県民一体となった海洋・漁場環境の保全

・地域と一体となった海洋環境保全の取組

・環境教育の推進

・藻場干潟の再生に向けた取組（国既存事業の活用）
部 新施策の展開（案）Ⅴ－ホ

審 ・環境改善機能の強化 新施策の展開（案）Ⅴ－ロ，ハ

みやぎブランドの確立・発信

審

・みやぎの豊富な水産物の積極的な情報発信

・水揚げ魚種の豊富さを活かし美味しさを全面に出したブランド構築

・「食材王国みやぎの新鮮安心市場」（販売所）の東京進出

・みやぎの漁業の町それぞれのブランド化

・販売戦略を切り口とした施策展開

・科学的根拠のあるブランド化

・「宮城・仙台づけ丼」の実現

新施策の展開（案）Ⅳ－イ

・全国に誇るみやぎブランドの確立

・エコ認証等に基づくみやぎの水産物のブランド化

部

・地元企業に対する商品開発支援

・消費者に対する地元水産物のＰＲ

・適正価格販売に対する県民理解の促進

・一次産品の連携強化による販売促進

・消費者ニーズに対応した水産加工業界の連携促進

・他産業との交流による発想の転換

新施策の展開（案）Ⅳ－ロ

新施策の展開（案）Ⅳ－二

新施策の展開（案）Ⅳ－イ

新施策の展開（案）Ⅳ－ハ

食育の推進

・さらなる食育推進（例：魚屋さんによる賢い消費者の育成）

・学校教育（栄養教諭）との連携強化

・給食を活用したさかなの旬を理解させる取組
・健康面の視点も含めた推進体制

・家庭からの食育推進

部 新施策の展開（案）Ⅴ－イ

審

・自然産業として位置づけ，精神性や心情的な喜びの価値への配慮

・調理師を対象とした地場産魚の研修

・子供達が参加できる体験型メニューの取組
新施策の展開（案）Ⅴ－イ



「 水 産 業 の振 興 に 関す る 基 本 的 な 計画 」 の 見直

－安全で良質な水産物の安定供給に向けて－ （条８－１－１）

２ 消費者の視点に立った安全・安心な生産・供給体制の確立

－水産物の持続的かつ安定的な利用に向けて－ （条８－１－２）

１ 量から質へ，持続的な資源利用と環境との調和

イ 水産資源の回復・保全と資源管理体制の強化

ロ 水産動植物の増養殖の推進と防疫対策の強化

ハ 水産動植物の生育環境の保全と改善

二 秩序ある海面の利用

ロ 食の安全・安心に関する体制整備と関係機関の連携強化

ハ 多様化・複雑化する消費者の需要に対応した供給体制の整備

イ 生産から加工・流通にいたる安全で安心できる食品の生産・供給体制の確立

－健全かつ活力ある水産業の構築に向けて－ （条８－１－３）

３ 情勢の変化に対応できる強い体質の人材と経営体の育成

イ 効率的で安定的な経営体の育成・強化

ロ 人材の育成と確保

二 労働環境の整備

ハ 水産業に関する団体の育成強化

・品質向上対策(ノリ、カキ、ホタテガイ等)

・安全・安心対策(カキ、ホタテガイ等)

・計画生産対策（ホヤ等）

・経営体質の改善（ノリ等）

・販売促進・生産物価格向上対策

・漁場環境保全対策

・経営体質の改善（低コスト、量から質へ）

・品質向上対策（イサダ、マダラ、秋サケ等）

・自主的な資源管理の推進

・販売促進・漁獲物価格向上対策

・漁場環境保全・漁場生産力向上対策

・後継者確保対策

・経営体質の改善（低コスト、量から質へ）

・国際的資源管理体制への対応

・乗組員の確保対策

・販売促進・漁獲物価格向上対策

・科学的根拠に基づく資源管理対策

養殖業

沿岸漁業

遠洋・沖合漁業

施策区分と課題
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－沖合・遠洋漁業の経営安定と水産物の流通における安全・安心の確保，そして広域資源管理へ向け

要望の発信－ （条８－２）

－水産業及び漁業地域の多面的機能の発揮に向けて－ （条８－１－５）

５ 県民とともに次世代へつなぐ豊穣な海づくり

６ 国への働きかけ

ハ 快適で住みよい地域と環境の整備

二 県民と漁業者との交流促進

ホ 県民一体となった海洋環境の保全

ロ 漁村地域の景観及び環境の保全

イ 生産から消費までの情報の共有と地産地消・食育の推進

イ 国際的に対応が必要な取組について

二 水産加工原魚の安定的な確保について

ロ 水産物の安全・安心に関する全国的な取組が必要な事項について

－競争力のある水産業の構築に向けて－ （条８－１－４）

４ みやぎブランドの発信による水産みやぎの活力強化

二 生産から消費までの一体的振興による県内水産地域の活力強化

ハ 産業間・産学官の連携による新たな事業の創出の促進

イ 付加価値の高い製品開発及び販売の促進

ロ 研究開発と成果の普及の促進

ハ 広域的な資源管理が必要な取組について

ホ 燃油価格高騰に関する対策について

・幹部船員及び乗組員確保対策

・若手後継者の経営管理能力の向上

・ＩＵターンによる新規参入者や漁船離職者

の沿岸での受け入れ体制整備

・外国人研修制度の活用

・すり身等原材料の確保

・販売促進、新製品の開発

・品質向上、衛生管理対策

・従事者の確保、技術の継承

・生産～水揚～加工・流通～販売部門の強化

・産地魚市場への水揚げアップ

・魚食普及による地産地消、食育の推進

・海洋環境に対する県民理解の促進

・安全な労働環境の整備

後継者確保・育成

水産加工業振興

水産都市活性化・食育



《みやぎの海と水産資源を守り育てていきます。》

水産業の基本となる水産資源の回復と安定生産に向け，県では重要資源であるマコガレイ，マアナゴの資源回復計画を策定し，業界

関係者は体長制限や網目規制等の取組を推進しているが，資源動向を見ると今後さらなる取組を推進する必要があることから，新たな

魚種の計画を策定するとともに，漁業者自らが取り組む方策への積極的支援等，官民一体となった水産資源の維持・回復に向けた取

組の更なる強化が必要である。

全国一の生産量を誇るホヤについて，現行計画では想定し得なかった新たな疾病が最近発生し，全国への種苗供給，生産物の供給

に影響を与えかねないほど大きな問題となっていることから，養殖業等における安定生産と経営安定のため，疾病対策の充実等防疫

対策や害敵生物の積極的な駆除体制を強化し，また，適正な養殖環境や生物の生育環境を維持するため，漁場環境保全対策の強化

が必要である。

し に よ る 新 た な 施 策の 展開 （ 案 ） に つ い て

新 施策の展開（案）

《みやぎの新鮮で安心な水産物を食卓に届けます。》

本県産水産物に対する消費者の信頼を確保するため，衛生管理体制の高度化を図るＨＡＣＣＰ施設の導入や貯氷庫施設の整備等に

対する支援，カキのノロウィルス検査やまひ性・下痢性貝毒検査を通した本県産水産物の安全性の確保に対する支援等，国・市町・水

産業者・消費者と一体となって本県の水産物衛生管理体制の強化に努めてきたが，近年の食品を巡る問題を契機として食品の安全性

の向上や適正表示等消費者の要求は更に高まっている。

水産物は特に生鮮での流通が多く，衛生面での的確な対応が求められているが，水揚げ，加工，流通等各段階毎の対策に止まって

おり，衛生管理意識の相違から一貫した対策をとるまでに至っていない。

鮮度，衛生の保持は水揚げから，加工・流通まで一貫した管理が必要であることから，水産物の安全安心に対する消費者の負託に

応え，本県の良質な水産物を高い信頼のもとで安定的に供給するため，一貫した衛生管理対策の推進等，衛生対策の取組の一層の

強化が必要である。

《未来の「水産みやぎ」を担う中核的な人材育成を進めます。》

漁業就業者は依然として，高齢化・減少傾向に歯止めがかからず，将来の水産業を担う人材の確保育成が急務である。

さらには，魚価の低迷や燃油の急騰等の社会条件の悪化も重なり，漁業経営はこれまで以上に厳しい状況にある。

安定した生産・収入を得るためには，収益を重視した高い競争力を持った経営体への転換が必要であるとともに，これら経営体の活動

基盤となる漁業協同組合等の団体の安定的な経営を図る必要がある

強化

強化

継続

強化

強化

継続

継続

強化

継続

強化

継続
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けた地域

基盤となる漁業協同組合等の団体の安定的な経営を図る必要がある。

《「水産みやぎ」の力を発揮し，水産地域の活性化を図ります。》

本県の水産加工業は全国有数の生産量を誇っているが，消費低迷や原料事情等により生産量が年々大きく減少している。

県が策定した宮城の将来ビジョン行動計画では，富県宮城実現のため食品製造業の振興を推進しているが，この食品製造業の半数

を占める水産加工業の振興を今後積極的に展開することが重要である。

また，沿岸地域の基幹産業である水産業は，資源減少，国際規制，後継者不足等の大きな問題を抱えており，これに付随して流通・

加工，資材等周辺産業を含めた地域経済も衰退している状況にある。

地域経済発展のため，生産から水揚げ，市場，加工・流通，販売まで一体的に支援し，基幹産業の再生により沿岸地域の活性化を図

る必要がある。

《豊穣な「みやぎの海」と漁村文化をみんなで守り伝えます。》

豊かな海の環境と資源を守るためには，水産関係者と県民が一体となり，藻場・干潟の保全等による環境保全に取り組むとともに，海

から産出される豊かな水産資源を活用し，魚食文化の継承により健全な食生活を基本とした自給率の向上に取り組む必要がある。

また，異常気象による自然災害や地震等，大規模災害発生の確率が高まる中，持続的な水産業の維持発展と県民の生活の安全確

保のためには，これまで以上に災害に備えた防災，減災体制を整備し，安全性を確保することが重要となっている。

《国際経済等に対応した水産業の振興に国と連携して取り組みます。》

国際的な資源管理の強化や漁獲量増大に伴う水産資源量の一層の悪化により，遠洋漁業経営は近年まれに見る危機的状況にあることか

ら，本県水産業において大きなウエイトを占める遠洋漁業の存続のため，十分な対策が図られるよう国へ働きかけることが必要である。

また，本県水産業の一翼を担う水産加工業に供する加工用原料が，世界的な水産物需要の増加を背景にした「買い負け現象」により安定確

保が困難となってきていることから，一層の対策強化について国へ働きかけることが必要である。

さらに，水産業の経営収支において支出の中でも最も大きな比重を占める燃油の高騰が近年異常とも思われるほどに急騰し，経営に大きな

影響を及ぼしていることから，漁業の維持存続と安定的な漁業経営についての一層の対策強化について国へ働きかけることが必要である。

強化

継続

強化

強化

継続

強化

強化

新規

継続

継続

強化

強化

新規

新規



宮城県条例第４８号(平成１５年３月２０日公布)

｢みやぎ海とさかなの県民条例｣

宮城の海は，世界有数の三陸沖漁場の南方に広がり，金華山の沖合には季節ごとに行き交う黒

潮，親潮が豊富な海の幸を運んでくる。古来から沿岸で暮らしてきた私たちの先人は，厳しい自

然の中で幾多の困難を乗り越え，沿岸から遠洋まで豊穣の海を拓き，その恵みを授かってきた。

海洋生物資源を活用する漁業は，湖沼，河川の恵まれた水域を持つ内陸での営みとあわせ，貴

重な食料として多様な水産物を供給し，地域社会を支える水産業として発展してきた。

また，水産業は豊かな食と生活を実現しながら，固有の風土や文化も育んでおり，今や本県は，

全国屈指の水産県として国民への水産物の安定供給に大きく貢献している。

一方，自然との共生の中で守られてきた漁村や海浜，河川流域などの自然環境は，生産の場と

してだけでなく訪れた人々を癒す貴重な空間として，大変重要な役割を果たしている。

しかし近年，水産業を取り巻く環境は厳しく，漁場環境の悪化，漁業生産量の減少，漁業就業

者の減少，輸入水産物との競合などにより，その将来に不安が生じている｡

地球人口の増加による食料危機も危倶され，食料としての水産物確保のために，国際的な協調

のもと，持続的な生産体制の確立を図っていく必要がある。さらに，県民の健全な食生活を実現

するため情報化社会に対応した生産，加工，流通，販売体制の整備も求められており，生産から

消費に至る透明性の確保が必要となっている。

私たちは，水産業が果たすべき役割と豊かな自然環境を次代に引き継ぎ，健康で潤いのある県

民生活を築き上げなければならない。

ここに，県，県民，水産業者等が互いに連携しながら，それぞれの責務と役割において，本県

の水産業の振興に努めることを宣言し，その方策を明らかにするためにこの条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は，水産業の振興について，基本理念を定め，及び県の責務等を明らかにする

とともに，施策の基本的な事項を定めることにより，水産業の振興に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し，もって水産業の健全な発展及び県民生活の安定向上を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号の定めるところによる。

一 水産業 漁業，水産加工業及び水産流通業をいう。

二 水産業者等 水産業者及び水産業に関する団体をいう。
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(基本理念)

第三条 水産業の振興は，水域環境の保全や水産資源の持続的な利用を図りながら，本県が国内

の水産物の供給の拠点として，将来にわたって安全かつ良質な水産物を安定的に供給できるよ

う推進されなければならない｡

２ 水産業の振興は，水産業が地域社会を支え，その活性化に貢献する活力のある産業として発

展するよう，地域の特性を生かした収益性の高い健全な経営の確立並びに組織及び後継者の育

成を旨として推進されなければならない。

３ 水産業の振興は，漁業地域が自然と共生し，多面的な機能を十分発揮する地域として発展す

るよう推進されなければならない。

(県の責務)

第四条 県は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）に基づき，水産業の振興に

関する総合的かつ計画的な施策を策定し，及び実施する責務を有する。

２ 県は，水産業の振興に関する施策を推進するに当たっては，国と密接な連携を図るとともに，

関係市町村及び水産業者等の協力を求めなければならない｡

３ 県は，水産業に関する情報の提供等を通じて，基本理念に関する県民の理解を深めるよう努

めなければならない｡

(水産業者等の責務と役割)

第五条 水産業者等は，水産業及びこれに関する活動を行うに当たっては，基本理念の実現に主

体的に取り組むよう努めなければならない｡

２ 水産業者等は，その事業活動を行うに当たっては，県が実施する水産業の振興に関する施策

に積極的に協力するよう努めるものとする｡

３ 水産業者等は，他の産業，民間非営利活動団体等との連携を図り，地域の特性を活かし，広

く県民等の食と生活の向上に資するため，産業振興の推進に努めるものとする｡

(県民等の役割)

第六条 県民は，県産の水産物に対する理解を深め，水産物に関する消費生活の向上及び水域環

境の保全に関し積極的な役割を果たすよう努めるものとする｡

２ 水域において遊漁その他の余暇活動を行う者及びこれに関する事業に携わる者は，航行等の

秩序を守るとともに，漁業生産活動及び水域環境に影響を与えないよう努めるものとする。
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(基本計画)

第七条 知事は，水産業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，水産業の振

興に関する基本的な計画（以下「基本計画」という｡）を定めなければならない｡

２ 基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする｡

一 水産業の振興に関する中長期的な目標

二 水産業の振興に関する基本的な方針及び計画的に講ずべき施策

三 前号に掲げるもののほか，水産業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項

３ 知事は，基本計画を定めるに当たっては，あらかじめ，県民の意見を反映することができる

よう必要な措置を講じなければならない｡

４ 知事は，基本計画を定めるに当たっては，あらかじめ，産業振興審議会条例(平成十二年宮

城県条例第百九号)第一条第一項に規定する宮城県産業振興審議会の意見を聴くとともに，議

会の議決を経なければならない｡

５ 知事は，基本計画を定めたときは，遅滞なく，これを公表しなければならない｡

６ 前三項の規定は，基本計画の変更について準用する｡

(水産業の振興に係る主要な方策)

第八条 県は，基本理念の実現に向けて，次に掲げる方策を実施するものとする｡

一 安全で良質な水産物を安定的に供給するため，生産及び加工流通施設の整備等により品質

の向上及び衛生管理の高度化を図るとともに，消費者への情報提供を促進すること｡

二 将来にわたって，水産物を持統的かつ安定的に利用するため，水産資源の適切な保存及び

管理，水産動植物の増殖及び養殖の推進，水産動植物の生育環境の保全及び改善並びに秩序

ある漁場の利用を図ること｡

三 健全かつ活力ある水産業を構築するため，技術の研究開発及び普及，効率的かつ安定的な

経営体の育成･人材の育成及び確保･労働環境の整備，女性の参画，高齢者の活動の促進並び

に水産業に関する団体の育成強化を図ること｡

四 競争力ある水産業を構築するため，多様化する消費者の需要に即した水産物の供給体制の

整備，付加価値の高い製品の開発及び販売の促進並びに産業間連携による新たな事業の創出

の促進等を図ること｡

五 水産業及び漁業地域が有する多面的な機能が発揮されるようにするため，景観及び漁業環

境の保全に配慮した水産業の基盤整備及び快適で住みよい漁村環境の整備並びに都市と漁業

地域の交流の促進を図ること｡

２ 県は，水産業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，国に対して必要な

施策の実施について働きかけるものとする｡
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(推進体制の整備)

第九条 県は，水産業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な実施を，県，市町村，水産業者

等及び県民が一体となって推進する体制を整備するものとする｡

(財政上の措置)

第十条 県は，水産業の振興に関する施策を推進するため，必要な財政上の措置を講ずるものと

する｡

(議会への報告等)

第十一条 知事は，毎年度，水産業の動向及び水産業の振興に関して講じた施策を議会に報告す

るとともに，県民に公表するものとする｡

附 則

この条例は，平成十五年四月一日から施行する｡
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用語 解説

あ ＩＵＵ漁船
（あいゆーゆー）

 IUUはIllegal,Unreported and Unregulated（違法・無報
告・無規制）の略称。国際的な資源管理の枠組みを逃れて操業
する漁船。

赤潮

プランクトンの異常増殖により海水が赤褐色に変色を呈する現
象。発生原因は完全には解明されていないが，陸上から流入し
た栄養塩や刺激物質が要因の一つとされ，一時的な酸素消費量
増大による酸素欠乏などにより，魚介類の斃死など漁業被害を
伴うことがある。

い インフラ整備

「インフラ」とは，「インフラストラクチュア」
（infrastructure)の略語で，（生活）基礎，経済基礎となる，
交通網や上下水道，広くは港湾施設等を指す。
インフラ整備とは，道路建設，港の埠頭建設等公共設備の充
実，及び改善のことをいう。

か 海中林

岩礁域に形成されているコンブ目の褐藻などを優占種とする大
型の海藻群落をいう。日本ではアラメやカジメ，ホンダワラ科
褐藻が代表的な海中林形成海藻である。
海中林はアワビやウニ，魚類の生育場として重要であり，ま
た，水質浄化能力も持つことから，海の生態系において貴重な
役割を果たしている。

買い負け

日本の企業が外国で水揚げされた魚を買い付けようとしても，
外国勢より低い価格しか提示できず，輸入できない現象のこ
と 日本で消費量の多いマグロ サケ タラなどの魚で買い負

＜用語解説＞

買い負け と。日本で消費量の多いマグロ， サケ，タラなどの魚で買い負
けが起こっている。

き 漁業共済制度

漁業災害補償法に基づく制度で，損害を受けた漁業者に対し，
保険（共済）の仕組みによりその損失を補償し，漁業の再生産
を確保できるようにするもの。

漁業経営安定対策

「効率的かつ安定的な漁業経営」を実現するために，積極的か
つ計画的に経営改善に取り組む漁業者を対象として，漁業共済
事業の経営安定機能に上乗せした形で，収入の変動による漁業
経営への影響を緩和する制度。平成２０年度からスタートした
事業で，通称「積立ぷらす」と呼ばれる。

漁業経営改善制度

効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図るため，沿岸を含む全
漁業種類を対象に意欲ある漁業者等が創意工夫を生かして行う
経営改善の取組を支援する制度として，平成１４年度に漁業経
営の改善及び再建整備に関する特別措置法の下に国が創設した
制度。

漁業系廃棄物

漁業生産活動に伴って生じる廃棄物をいい，廃棄物のうち，
FRP船，漁具，漁網及び漁獲物の残滓のことをいう。

漁船漁業構造改革

水産庁が制定。省エネ・省人・省力化，高度な品質管理をする
ことで，漁船漁業の収益の向上を目指す取組。

こ 国連海洋法条約

　海洋法に関する国際連合条約。沿岸国は原則として，領海基
線より200海里の範囲内の水域（領海を除く）において，排他
的経済水域を設定することができる。その一方で生物資源の保
存・管理措置をとる義務を有することなどを規定している。日
本は平成8年に批准した。
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No. 用語 解説

さ サキグロタマツメタ

タマガイ科の貝食性巻き貝で主にアサリなどの潜砂性二枚貝を
捕食する。大きさは最大で６ｃｍ程度。主に黄海に生息し，日
本では有明海などごく一部に分布する。近年，中国や北朝鮮か
ら移入したアサリ種苗にサキグロタマツメタが混入し，漁場に
定着して各地でアサリの食害を引き起こしている。

し 持続的養殖生産確保法

漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進するための措置及
び特定の養殖水産動植物の伝染性疾病のまん延の防止のための
措置を講じることで持続的な養殖生産の確保を図り，養殖業の
発展と水産物の供給の安定に資することを目的として平成11
年に制定された法律。

す スローフード

ファーストフードなど規格・標準化された生産物ではなく，多
様で伝統的な地域の食文化を守り大切にするための食事やその
運動をいう。

た
ＴＡＥ

（たえ）

漁獲努力管理制度（Total Allowable Effort）
悪化している水産資源を早急に回復させるために，漁獲努力量
(出漁隻数，日数，定置網の設置ケ統数など漁労行為の量)の総
量管理をする制度。

ＴＡＣ
（たっく）

漁獲可能量（Total　Allowable　Catch）
平成9年に我が国が導入した新たな漁業管理手法で，予め特定
水産資源の漁獲量の上限を設定する管理制度。資源動向や社会
経済的要因を勘案して定めた漁獲が許される上限量をいう。

ち 地産地消

地域生産地域消費（ちいきせいさん・ちいきしょうひ）の略語
で，地域で生産された農産物や水産物をその地域で消費するこ
と。
農林水産省が実施した「地域内食生活向上対策事業 から生じ農林水産省が実施した「地域内食生活向上対策事業」から生じ
た言葉。

と
トレーサビリティ

システム

　食品の安心，安全のために，養殖生産物が生まれてから店頭
に並ぶまで，どの様に飼育されたかなどの生産・流通履歴追跡
できるようにするシステム。

特定第3種漁港

特定第3種漁港とは，利用範囲が全国的な漁港のうち，特に水
産業の振興のために重要な漁港として国の政令で定められた漁
港をいう。全国で13漁港が指定されているが，宮城県にはこ
のうち塩釜，石巻，気仙沼の3港があるが，1つの県に特定第3
種漁港が3港あるのは宮城県だけである。

に 日韓・日中漁業協定

韓国・中国船とのトラブルに対応する協定として，日韓漁業協
定（１９９９年発効）と日中漁業協定（２０００年発効）があ
る。協定に基づき，毎年，二国間で翌年の操業条件を協議。排
他的経済水域（ＥＥＺ）内での外国漁船の操業を沿岸国が許可
し，漁獲割当量などを決めるほか，両国が共同で入り合う暫定
水域の資源管理などを話し合う。ＥＥＺ内での沿岸国の資源管
理などを規定した国連海洋法条約を９６年に日中韓が批准した
のに伴い，それぞれ新協定を締結した。

２００海里体制

国連海洋法条約に基づいて設定される経済的な主権がおよぶ水
域のことで，沿岸国は国連海洋法条約に基づいた国内法を制定
することで自国の沿岸から200海里(約370km<1海里＝
1852m>)の範囲内の水産資源および鉱物資源などの非生物資
源の探査と開発に関する権利を得られる。排他的経済水域
（EEZ＝ exclusive economic zone）ともいう。

の ノロウイルス

非細菌性急性胃腸炎を引き起こすウイルスの一種である。カキ
などの貝類による食中毒の原因になるほか，感染したヒトの糞
便や嘔吐物，あるいはそれらが乾燥したものから出る塵埃を介
して経口感染する。
1968年，米国オハイオ州ノーウォークの小学校において集団
発生した胃腸炎の患者から発見された。
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No. 用語 解説

ひ 貧酸素水

海水交換の少ない閉鎖性の強い内湾で，夏季に成層が形成さ
れ，底泥等による酸素消費量が増大することにより，水中の溶
存酸素量が極端に少ない状態にある水をいう。一般の海域にお
ける溶存酸素量は6mg/l以上とされているが，これ以下の貧酸
素層の発達があれば，底生生物やそれを餌とする魚介類の死
亡・逸散のため，その水域での漁獲や資源の減少が起こる場合
がある。
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みやぎのさかな１０選プラス２

宮城のさかな１０選

宮城のさかな１０選は宮城の水産物を広くアピールし，水産宮城

のイメージアップと水産物の需要拡大を図り本県水産業などの振興に

資することを目的に平成４年４月１３日に制定されました。

平成４年制定

絵／画家 岩渕欣次 氏

（石巻市在住）




